
平成 28年３月 28日 

大 阪 市 

工事請負入札参加有資格者の方へ 

 

 

請負工事成績評定要領における考査項目別運用表（営繕工事除く）の評価について 

 

 

平成 27年 12月に改正した本市請負工事成績評定要領の「工事成績採点の考査項目の考査項目別

運用表（営繕工事除く）」は、国土交通省地方整備局の評定基準に準拠した内容としており、施工

過程ごとの施工体制や施工状況の確認項目をリスト化した「施工プロセスチェックリスト」を平成

29年度より導入することとしています。 

また、平成 28年度に完成する工事から出来形及び品質については、「ばらつき」により評価す

ることとしており、新たに出来形管理に関する資料が必要となります。 

 

 

記 

 

１ 「施工プロセス」のチェックリスト について 

公共工事の品質確保を行うため、現場における日常の出来形・品質管理は、公共施設の品質

を大きく左右する重要な部分であり、そのための適正な施工体制の確保が不可欠です。このた

め、関係法令、契約約款、共通仕様書等の遵守及び、公共工事の施工プロセスにおける適正な

管理を行うため、「施工プロセス」のチェックリストを平成 29年度より導入します。 

この「施工プロセス」のチェックリストは、受注者の工事成績評定業務に用いることとして

おり受注者が自主的に提示する書類も評価（加点）対象となっています。 

 

「施工プロセス」のチェックリスト

の評価実施時期 

平成 29年度に完成する工事から適用します。 

 

※平成 28 年度は試行期間とし、「施工プロセス」

のチェックリストの評価（様式３ 別紙１－①～③

の評価項目）は、対象としない取扱いとします。 

「施工プロセス」のチェックリスト 

地方整備局版（参考添付：別紙－５①～④「施工プ

ロセス」のチェックリスト（案）[地方整備局版]）

をもとに大阪市版として作成したものを平成 29 年

度より導入します。 

 

２ 「３．出来形及び出来ばえ」評価について 

「３．出来形及び出来ばえ」における「ばらつき」の判定は、土木工事に用いる施工管理基準

に規定する項目ごとに、「規格値に基づいて管理された出来形数値（実測値）」を、「出来形管

理報告書等に設計値、実測値、規格値を対比して記録したもの」を確認し評価を行います。なお、

「ばらつき」の考え方は「請負工事成績評定要領（別紙―４ 出来形及び品質のばらつきの考え

方）」を参照願います。 

 

「ばらつき」の判定実施時期 平成 28年度に完成する工事から実施します。 

「ばらつき」の判定に新たに必要

な資料 
出来形管理図表 

 



（ 様式３ ）

１－① 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表（営繕工事除く） (補助監督職員)

考 査 項 目 細　　別

１. 施工体制 Ⅰ．施工体制一般 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 □ 施工体制一般に関して、監督 □ 施工体制一般に関して、監督

□ □ 施工計画書を、工事着手前に提出している。 職員が文書による改善指示を 職員からの文書による改善

□ □ 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。 行った。 指示に従わなかった。

□ □

□ □ 元請が下請の作業成果を検査している。

□ □ 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。

□ □ 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。

□ □ 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。

□ □ 工場製作期間における技術者を適切に配置している。

□ □ 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。

□ □ その他

Ⅱ．配置技術者

（現場代理人等） 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

【全体を評価する項目】 □ 配置技術者に関して、監督 □ 配置技術者に関して、監督

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。 職員が文書による改善指示 職員からの文書による改善

□ □ 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。 を行った。 指示に従わなかった。

【現場代理人を評価する項目】

□ □ 現場代理人が、工事全体を把握している。

□ □ 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。

□ □ 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。

【監理（主任）技術者を評価する項目】

□ □ 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。

□ □ 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。

□ □ 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。

□ □ 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。 

□ □  監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。

□ □ その他

ｅ

品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。

ａ ｂ ｃ ｅ

やや不適切である

ａ ｂ ｃ ｄ

ｄ

やや不適切である

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 

 理由： 

 理由： 

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 



（ 様式３ ）

１－② 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表（営繕工事除く） (補助監督職員)

考 査 項 目 細　　別

２. 施工状況 Ⅰ．施工管理 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。 □ 施工管理に関して、監督職員 □ 施工管理に関して、監督職員

□ □ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 が文書による改善指示を行っ からの文書による改善指示に

□ □ 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 た。 従わなかった。

□ □ 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。

□ □ 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

□ □ 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

□ □ 現場内の整理整頓を日常的に行っている。

□ □ 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。

□ □ 工事打合せ簿を、不足無く整理している。

□ □ 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 

□ □ 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。

□ □ その他

Ⅱ．工程管理

適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 □ 工程管理に関して、監督職員 □ 工程管理に関して、監督職員

□ □ 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 が文書による改善指示を行っ からの文書による改善指示に

□ □ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 た。 従わなかった。

□ □ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。

□ □ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。

□ □ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。

□ □ 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。

□ □ 休日の確保を行っている。　

□ □ 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。

□ □ その他

ｅ

やや不適切である

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

ａ ｂ ｃ ｄ

やや不適切である

 理由： 

 理由： 

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 



（ 様式３ ）

１－③ 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表（営繕工事除く） (補助監督職員)

考 査 項 目 細　　別

Ⅲ．安全対策 適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 □ 安全対策に関して、監督職員 □ 安全対策に関して、監督職員

□ □ 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。 が文書による改善指示を行っ からの文書による改善指示に

□ □ 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 た。 従わなかった。

□ □ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。

□ □ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。

□ □ 過積載防止に取り組んでいる。

□ □ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。

□ □ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。

□ □ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。

□ □ その他

Ⅳ．対外関係

適切である ほぼ適切である 他の評価に該当しない 不適切である

●評価対象項目

□ □ 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 □ 対外関係に関して、監督職員 □ 対外関係に関して、監督職員

□ □ 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 が文書による改善指示を行っ からの文書による改善指示に

□ □ 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 た。 従わなかった。

□ □  第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。

□ □ 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。

□ □ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。

□ □ その他

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

ｅ

やや不適切である

やや不適切である

ａ ｂ ｃ ｄ

 理由： 

 理由： 

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 

●判断基準 

評価値が90％以上・・・・・・a 

評価値が80％以上90％未満・・b 

評価値が80％未満・・・・・・c 

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 

② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(％)計算の値で評価する。 

③ 評価値（ ％）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） 

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。 
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別紙－４

出来形及び品質のばらつきの考え方

［管理図の場合］

（上・下限値がある場合） （下限値のみの場合）

［度数表またはヒストグラムの場合］

ばらつきが小さい ばらついている ばらつきが大きい
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設 設計値
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％
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①ばらつきが50％以下と判断できる例
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②ばらつきが80％以下と判断できる例
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